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平成２６年第１回永平寺町議会定例会議事日程

（１日目）

平成２６年３月１７日（月）

午前１０時００分 開 議

１ 議事日程

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

（町長招集あいさつ）

第 ３ 議案第 １号 平成２５年度永平寺町一般会計補正予算について

第 ４ 議案第 ２号 平成２５年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予

算について

第 ５ 議案第 ３号 平成２５年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算

について

第 ６ 議案第 ４号 平成２５年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につ

いて

第 ７ 議案第 ５号 平成２５年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予

算について

第 ８ 議案第 ６号 平成２６年度永平寺町一般会計予算について

第 ９ 議案第 ７号 平成２６年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて

第１０ 議案第 ８号 平成２６年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて

第１１ 議案第 ９号 平成２６年度永平寺町介護保険特別会計予算について

第１２ 議案第１０号 平成２６年度永平寺町下水道事業特別会計予算について

第１３ 議案第１１号 平成２６年度永平寺町農業集落排水事業特別会計予算に

ついて

第１４ 議案第１２号 平成２６年度永平寺町上水道事業会計予算について

第１５ 議案第１３号 永平寺町社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定

について

第１６ 議案第１４号 永平寺町上志比文化会館条例の一部を改正する条例の制

定について
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第１７ 議案第１５号 永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制

限に関する条例の制定について

第１８ 議案第１６号 永平寺町消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定

について

第１９ 議案第１７号 永平寺町消防本部手数料徴収条例の一部を改正する条例

の制定について

第２０ 陳情第 １号 ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する要請について

第２１ 陳情第 ２号 新たな米政策に関する要請について

２ 会議に付した事件

議事日程のとおり

３ 出席議員（１６名）

１番 小 畑 傳 君

２番 滝 波 登喜男 君

３番 金 元 直 栄 君

４番 齋 藤 則 男 君

５番 長 岡 千惠子 君

６番 原 田 武 紀 君

７番 川 治 孝 行 君

８番 川 崎 直 文 君

９番 多 田 憲 治 君

１０番 上 坂 久 則 君

１１番 長谷川 治 人 君

１３番 松 川 正 樹 君

１４番 渡 邊 善 春 君

１６番 上 田 誠 君

１７番 酒 井 要 君

１８番 伊 藤 博 夫 君

４ 欠席議員（０名）
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５ 永平寺町議会に説明のため出席したものの職、氏名

町 長 河 合 永 充 君

教 育 長 宮 崎 義 幸 君

消 防 長 竹 内 貞 美 君

総 務 課 長 心 得 平 林 竜 一 君

企 画 財 政 課 長 小 林 良 一 君

会 計 課 長 伊 藤 悦 子 君

監 理 課 長 南 部 顕 浩 君

税 務 課 長 川 上 昇 司 君

住 民 生 活 課 長 野 崎 俊 也 君

環 境 課 長 山 口 真 君

福 祉 保 健 課 長 山 田 幸 稔 君

子 育 て 支 援 課 長 藤 永 裕 弘 君

農 林 課 長 河 合 淳 一 君

商 工 観 光 課 長 酒 井 圭 治 君

建 設 課 長 山 下 誠 君

上 水 道 課 長 山 本 清 美 君

下 水 道 課 長 太 喜 雅 美 君

永 平 寺 支 所 長 酒 井 暢 孝 君

上 志 比 支 所 長 加 藤 茂 森 君

学 校 教 育 課 長 山 田 孝 明 君

生 涯 学 習 課 長 長谷川 伸 君

町 立 図 書 館 長 堀 まさ美 君

６ 会議のために出席した職員

議 会 事 務 局 長 清 水 満 君

書 記 青 木 恵都子 君



－4－

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

（午前１０時００分 開会）

～開 会 宣 告～

○議長（伊藤博夫君） 開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。

去る３月１２日、町長より平成２６年第１回永平寺町議会定例会の招集告示が

なされ、早速ご案内を申し上げましたところ、各議員におかれましてはご参集い

ただき、ご健勝にて一堂に会し、ここに本議会が開会できますこと心より厚くお

礼を申し上げます。

このたびの町長選挙におきまして、河合町長が当選されました。全議員ととも

にお祝い申し上げます。これからの４年間、町民の皆様のご期待に応えるため、

常に町民の目線、生活者の視点に立って、全力を挙げて職責を果たしていただき

ますよう切望申し上げます。

議会といたしましても、希望と誇りの持てる魅力ある永平寺町を築くため、議

会の果たす役割や責任を十分に認識し、開かれた議会、行動する議会、提案する

議会、改革の進展を目指し、さらなる努力を重ねていく所存であります。どうか

皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

なお、本日傍聴に来庁されました皆様には、本町議会に関心を持たれています

ことまことに喜ばしい限りであります。どうか傍聴の際は傍聴心得を熟読され、

ご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

本日の会議事件の説明者として、町長、教育長、消防長並びに各課長の出席を

求めてあります。

次に、例月出納検査の結果が監査委員より提出されており、その写しを皆様の

お手元に配付してあります。これをもって報告にかえさせていただきます。

本日の議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付し

てありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。

これより平成２６年第１回永平寺町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

～日程第１ 会議録署名議員の指名～

○議長（伊藤博夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、９番、多田君、１０番、

上坂君を指名します。
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～日程第２ 会期の決定について～

○議長（伊藤博夫君） 次に、日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期を、本日、３月１７日より３月３１日までの１５日間としたい

と思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） よって、本定例会の会期は、本日、３月１７日より３月３１

日までの１５日間と決定いたしました。

次に、町長より招集の挨拶並びに所信表明を受けます。

河合町長。

○町長（河合永充君） 本日ここに、町長就任後初の本会議となる平成２６年第１回

永平寺町議会定例会が開催されるに当たり、私の町政運営に関する所信の一端を

申し述べるとともに、今回ご提案いたします議案等の概要についてご説明いたし

ます。

私は、去る２月２３日に行われました町長選挙において、多くの町民の皆様の

ご支持をいただいて、永平寺町長として４年間町政運営に当たらせていただくこ

とになりました。その職責の重大さを肝に銘じ、期待感、躍動感のある強い永平

寺町をつくり、新しい時代の活力あるまちづくりを進めるため、情熱と責任を持

って町政のかじ取りを担ってまいりたいと存じますので、議員各位におかれまし

ては、格別のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

私は、政治活動の中で多くの町民の声をお聞きしました。

このたびの選挙活動を通じて、町民の皆様に永平寺町を元気にする７つのお約

束をしました。

１つ目は、「町民が町づくりの主役となる仕組みづくり」です。

公民館単位に町民の皆様と町の連携強化を図る新しい地域組織の構築や各世代

の多様な意見を聞くための各種審議会、委員会の公募枠の設置、また民間で活躍

されている町民の方々のノウハウを町政に生かす町民シンクタンクを設けるとと

もに、さまざまなツールを利用した情報発信と民意を反映した町政を進めてまい

りたいと考えています。

２つ目は、「農業・産業が活動しやすい環境づくり」です。

関係各種団体と連携をとり、本町のブランド力、地理的条件を有効利用した農

業、産業の拡大と企業誘致及び他県他市町との農産直売、産業の交流を進め、町
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の魅力を国内、世界に積極的に発信していきたいと考えています。

３つ目は、「子育ての町を充実させ、子ども達の笑顔あふれる町づくり」です。

定住支援とあわせて適切な規模の宅地造成事業など都市基盤整備の推進による

人口増加対策と、頑張る学生を応援するための奨学資金制度の創設や子ども目線

での放課後児童クラブの充実、拡大及び保護者の多様な働き方に対応した保育環

境の充実など、子育て支援策を積極的に進めてまいりたいと考えています。

４つ目は、「孤独を感じない福祉の町づくり」です。

町がしっかりと情報把握に努め、責任を持ち、社会福祉協議会と連携し、福祉

拠点のかなめである地域包括支援センターの機能強化や、ひとり暮らし、高齢者

世帯への地域の支え合い活動を推進し、誰もが安心して暮らせる高齢者に優しい

福祉の実現に向けて努力してまいりたいと考えています。

５つ目は、「地域コミュニティ力を高め、命・暮らしを守る町づくり」です。

異常気象に対応できる危機管理体制づくりや地域を守る消防団、ボランティア

団体、自主防災組織、地元業者と町民、行政との連携強化及び森林、里山保全に

よる災害、鳥獣害対策に積極的に取り組んでまいりたいと考えています。

６つ目は、「合併特例後の歳入減に備えた積極的な財政改革」です。

公共施設や公共インフラの再編、将来へ備えた効果ある投資、町有地の有効利

用計画を明確にし、中期財政計画による整備や事務事業評価の徹底と行政改革の

推進による経費の削減に努めてまいりたいと考えています。

７つ目は、「チーム永平寺町役場づくり」です。

まちづくりの担い手となる町職員の意識改革とより効率よく、より効果的で横

断的に連携のとれた柔軟な行政組織づくりによる、役場のための役場ではなく、

町民のための役場であることを忘れずに、民間感覚、町民目線の優しい行政運営

を目指します。

私は、これからの４年間、町民の皆様の大きな期待に応えるべく、若い力と行

動力でお約束したことを着実に前進、実現させ、期待と希望にあふれるつよい永

平寺町をつくってまいります。

議会の皆様には、二元代表制のもと、より一層行政を監視していただくため、

議会基本条例に基づき、しっかりと事業の説明、報告をさせていただきます。ま

た、議事機関である議会からの提案、ご意見を参考に町政発展のため議会と力を

合わせて頑張っていく所存です。

それでは、今回提案している議案等の概要についてご説明申し上げます。
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まず、一般会計補正予算の主なものについて申し上げます。

歳出から申し上げますと、総務費におきまして、ふるさと納税による寄附金を

まちづくり基金への積み立て及び法人町民税等の還付金を計上しております。

民生費におきましては、保険基盤安定負担金の増に伴う一般会計からの国民健

康保険事業特別会計への繰出金の増、母子・父子家庭等医療費助成の増額及び自

立支援事業等の精算に伴う国庫負担金返還金を計上しております。

衛生費において、妊婦検診等委託料、予防接種事業費を減額いたしました。

農林水産業費では、捕獲数の増に伴う有害鳥獣対策事業費の増額及び県営事業

費の増に伴う農村災害対策整備事業負担金、土地改良事業への町負担となる体質

強化整備促進事業補助金等を計上し、農業集落排水事業特別会計への繰出金を減

額しております。

土木費におきましては、除雪に要した経費や橋梁長寿命化計画に基づく安全対

策への早急な対応が必要であることから橋梁修繕に係る設計委託料及び工事費を

増額したほか、事業費の調整に伴い松岡公園整備工事費と下水道事業特別会計へ

の繰出金を減額しております。

最後に教育費でありますが、学校施設を計画的に改修する必要があることから、

松岡小学校校舎大規模改善事業費を減額しております。

以上、総額１，３４５万１，０００円を増額し、これらの財源となる歳入では、

町税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰越金等を充てております。

次に、特別会計の補正予算について申し上げます。

国民健康保険事業特別会計補正予算では、後期高齢者支援金と介護納付金等の

額の確定に伴い総額７４０万６，０００円を増額しております。

後期高齢者医療特別会計補正予算では、後期高齢者医療広域連合への納付金を

増額し、総額１，０７６万８，０００千円の補正となっております。

下水道事業特別会計補正予算では受益者分担金前納報奨金を計上し、農業集落

排水事業特別会計補正予算につきましては受益者分担金前納報奨金の計上と消費

税納入金を増額しており、それぞれ６７万１，０００円、３３万２，０００円の

補正となっております。

以上、それぞれの特別会計の補正予算について概要を申し上げましたが、歳出

に見合う歳入についても所要の補正を講じております。

それでは、平成２６年度一般会計予算について申し上げます。

２月に町長選挙が行われることになっておりましたので、人件費や社会保障費
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などを中心とした経常的並びに継続事業について予算化することとし、政策的な

経費については補正予算で対処することとしております。

なお、福祉、教育など住民生活に密接にかかわるもの、また防災など早期に実

現を図る必要がある大型継続事業については予算化し、円滑な事業の実施に支障

が生じないよう適切に対応したところであります。

それでは、歳出予算の主なものについて申し上げます。

まず、総務費におきましては、吉野地区における防災行政無線の整備や防災拠

点である本庁舎の耐震補強工事を行い、防災体制の強化を図ります。

また、若者の定住促進支援やＰＲテレビＣＭ事業を行い、観光や住みやすいま

ちとしてイメージアップを図り定住促進を推進します。コミュニティバスについ

ては、アンケート調査や運行事業者の協力を得て、利用者の実態調査等を行うこ

ととしております。

また、住民サービスの向上を図るため、広域自動交付を実施している住民票、

印鑑登録証明書、所得証明書に加えて戸籍抄、謄本をコンビニエンスストアで発

行できるシステムを構築することとしています。

選挙費では、夏の町議会議員選挙費を計上しております。

次に、民生費について申し上げます。

国は本年４月からの消費税率引き上げに伴い、低所得者や子育て世帯への影響

を緩和するため、臨時的な措置として臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付

金を支給するとしており、申請、支給手続に必要なシステムの改修を行います。

また、育児短時間勤務応援事業と児童虐待防止対策緊急強化事業の実施や指導

員の増員により保護者に安心して預けていただけるよう放課後児童クラブを拡充

し、子育て支援の充実を図ります。

衛生費におきましては、各種がん検診、インフルエンザ等の予防接種、肺炎球

菌のワクチン接種などの助成、妊婦、乳児健診などを行い、環境対策については、

住宅用太陽光発電等設備導入に対する支援を実施してまいります。

農林水産業費について申し上げます。

農業の多面的機能の維持、発揮のための地域活動や営農活動を支援する農地・

水保全管理支払交付金や農地の集積に対する協力金の拡充を図り、農業、産業の

振興に努めます。

次に、商工費について申し上げます。

中小企業融資資金や利子補給、勤労者生活安定融資資金などの貸付事業を実施
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し、チャレンジ企業の支援に取り組んでまいります。

土木費について申し上げます。

道路の整備についてですが、町では安心で安全な歩行空間づくりのため、歩道

橋の整備などに取り組んでいます。特に小中学校及び専門学校の通学路等で交通

量の多い新領家橋について、歩道橋を新設するための調査、設計に取り組むこと

としております。

道の駅整備につきましては、地域の活性化と観光交流の拠点づくりに必要な地

域振興施設の詳細設計に取り組むこととしております。

消防費について申し上げます。

救急体制の強化を図るため救急救命士を養成することとしており、新しい形の

安心、安全のまちづくりを進めてまいりたいと考えております。

最後に、教育費について申し上げます。

特別教育支援につきましては支援員を増員し、支援を必要とする子どもたちに

きめ細かく対応することとし、学校給食無償化分については、学校給食に係る賄

い材料費を一般会計で経理することとしております。また、児童生徒個々の学力

向上につながるように、きめ細やかな支援を行うこととしております。

本年８月には、新町となって４回目となる夏季巡回ラジオ体操を予定しており、

町民の健康保持、増進とともに、ＮＨＫのラジオ生放送を通じて全国に永平寺町

の知名度を高めるよい機会であると考えております。さらに１５日には選抜芸能

祭を開催することとしており、県内各地のさまざまなジャンルから多くの団体が

本町を訪れることから、各団体が交流を深めるとともに、本町のＰＲにも積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

以上、新年度予算における主要事業について申し上げましたが、経常的並びに

大型継続事業及び福祉、教育など住民生活に密接にかかわるものについては予算

化し、円滑な事業の実施に努めることを基本としたところであります。

その結果、平成２６年度一般会計の当初予算の規模は７８億４，７９０万円と

なった次第であります。

これに見合う歳入予算につきましては、確実に収入が見込まれる町税１９億２，

７００万円余り、地方交付税３６億６，０００万円、国庫支出金４億６，５００

万円余り、県支出金４億円余りを計上するとともに、財政調整基金等を一部取り

崩して措置することとしております。

次に、国民健康保険事業特別会計について申し上げます。
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近年の医療制度に係る社会保障費の自然増に伴い一般被保険者に係る療養給付

費や高額療養費の増が見込まれますが、安心して医療機関へ受診できるように、

また、国保会計の健全化を図るため、医療費の抑制に取り組みながら必要な財源

を確保して、事業会計の運営に努めてまいりたいと考えております。

このほか、後期高齢者医療特別会計を初めとする６つの特別会計予算につきま

しては、それぞれの事業が円滑に執行できるよう適正な予算を編成したところで

あります。

その結果、平成２６年度特別会計の予算総額は、６つの会計で４７億９２９万

４，０００円となり、上水道事業の企業会計は、収益的収入が３億８，１９７万

９，０００円、収益的支出が３億６，４１７万３，０００円、資本的収入が１億

１，０７０円、資本的支出が２億９，１０７万３，０００円となった次第であり

ます。

そのほか、本定例会に提案しておりますのは条例の制定が５件であります。ま

た、選挙管理委員、同補充員につきましても３月２７日で任期満了となりますの

で、議会において選挙をお願いするものであります。

以上、町政に対する所信と本定例会に提出する議案等について申し上げました

が、上程の都度詳細にご説明いたしますので、何とぞ慎重にご審議いただき、妥

当なご決議を賜りますようお願いいたします。

町民の皆様が安心して生涯にわたり生きがいを持って生活していくためにも、

固定概念にとらわれず、多くの情報を得た上で判断、行動し、しっかりと将来を

見据えたまちづくりを進めることが、新しい時代の活力ある永平寺町をつくるこ

とにつながると考えています。各世代のアイデア、思い、知識、経験をつなげ、

町民の皆様とともに、先人の築いてきたものを引き継ぎ永平寺町を発展させ、未

来へつなげるために若い力と行動力で強い永平寺町をつくってまいる所存であり

ます。

議員の皆様には、健康に十分ご留意され、ますますご活躍いただきますようご

祈念申し上げて、開会のご挨拶といたします。

～日程第３ 議案第１号 平成２５年度永平寺町一般会計補正予算について～

～日程第４ 議案第２号 平成２５年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正

予算について～

～日程第５ 議案第３号 平成２５年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予

算について～
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～日程第６ 議案第４号 平成２５年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算に

ついて～

～日程第７ 議案第５号 平成２５年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正

予算について～

○議長（伊藤博夫君） 次に、日程第３、議案第１号、平成２５年度永平寺町一般会

計補正予算についてから日程第７、議案第５号、平成２５年度永平寺町農業集落

排水事業特別会計補正予算についてまでの５件を一括議題とします。これにご異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、日程第３、議案第１号、平成２５年度永平寺町一般会計補正予算につ

いてから日程第７、議案第５号、平成２５年度永平寺町農業集落排水事業特別会

計補正予算についてまでの５件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

企画財政課長。

○企画財政課長（小林良一君） ただいま上程をいただきました議案第１号、平成２

５年度永平寺町一般会計補正予算についてから議案第５号、平成２５年度永平寺

町農業集落排水事業特別会計補正予算についてまで一括して提案理由のご説明を

申し上げます。

議案第１号、平成２５年度永平寺町一般会計補正予算（第６号）につきまして

ご説明をいたします。

議案書の３ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の補正につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ１，３４５万１，０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ８８億３，３６８万円にお願いするものでございます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額につきましては、４ページから５ページにかけての第１表、歳入

歳出予算補正によるところでございます。

第２条、繰越明許費につきましては、地方自治法第２１３条第１項の規定によ

り、翌年度へ繰り越しして使用することができる経費につきましては、７ページ

の第２表、繰越明許費のとおりで、款２総務費の永平寺口駅周辺等整備事業から

款１０教育費の永平寺中学校校舎等改修事業まで１０事業、４億６，６３２万４，
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０００円を平成２６年度へ繰り越しするものでございます。

第３条の地方債の補正につきましては、地方債の変更は８ページの第３表、地

方債補正のとおりで、臨時財政対策債につきましては４億６，０００万円から３

億９，１００万円とし、合併特例債につきましては３億９，３００万円から３億

６，０００万円に減額するものでございます。

それでは初めに、歳出の主なものにつきましてご説明をいたします。

１５ページをお願いいたします。

款２総務費、目４財産管理費、基金積立金１０９万２，０００円につきまして

は、ふるさと納税による寄附金をまちづくり基金へ積み立てるため、積立金を計

上させていただきました。

次に、目７諸費、財源組み替えにつきましては、国庫補助金、住宅・建築物安

全ストック形成事業補助金３，４９６万５，０００円が見込まれることから、充

当する合併特例債の借入額の減額分を計上させていただきました。

中段の目２賦課徴収費、町税還付金１５０万円につきましては、確定申告に基

づく還付金が多く生じたことから、還付金の増額補正をお願いするものでござい

ます。

後段の款３民生費、国民健康保険特別会計繰出金１３１万５，０００円につき

ましては、国民健康保険基盤安定負担金及び財政安定化支援負担金の額が確定い

たしましたので、一般会計からの繰出金の増額補正をお願いするものでございま

す。

１６ページをお願いいたします。

上段の款３民生費、目３心身障害者福祉費、自立支援事業返還金１８９万７，

０００円につきましては、平成２４年度事業費精算に伴う国庫負担金の返還金の

増額補正をお願いするものでございます。

目４老人福祉費、在宅介護ほっとひといき支援事業補助金７４万円につきまし

ては、当初見込みよりデイサービスセンターの利用者が増加したため、補助金の

増額補正をお願いするものでございます。

中段の目２母子・父子家庭等医療費助成金１７０万４，０００円につきまして

は、母子・父子家庭に係る医療費が増加いたしましたので、助成金の増額補正を

お願いするものでございます。

下段の款４衛生費、目１保健衛生総務費、未熟児養育医療費扶助２００万円の

減額につきましては、当初見込みより申請件数が減少したため、扶助費の減額分
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を計上させていただきました。

１７ページをお願いいたします。

上段の目２予防費、予防接種事業委託料１，０７０万２，０００円の減額につ

きましては、子宮頸がん接種勧奨差し控え及び定期予防接種等の法改正に伴う接

種件数の減により委託料の減額分を計上させていただきました。

下段の款６農林水産業費、目２農業総務費、有害鳥獣駆除報償費２０５万１，

０００円につきましては、有害鳥獣捕獲数の増に伴う報償費の増額補正をお願い

するものでございます。

目３農業振興費、園芸産地総合支援事業補助金３１３万円につきましては、永

平寺町野菜出荷組合の大型パイプハウス３棟の県事業採択に伴う補助金の増額補

正をお願いするものでございます。

１８ページをお願いいたします。

上段の目４農地費、体質強化整備促進事業補助金１，３３２万円につきまして

は、松岡吉野土地改良区におきまして、国の経済対策により農道舗装が平成２５

年度で完了し事業費が確定をいたしましたので、補助金の補正をお願いするもの

でございます。

後段の農業集落排水事業特別会計繰出金２６２万６，０００円の減額につきま

しては、農業集落排水事業特別会計への歳入歳出総額の調整に伴う繰出金の減額

分を計上させていただきました。

次に、下段の款８土木費、目２道路橋梁維持費、除雪委託料１，４４２万９，

０００円につきましては、除雪作業による除雪委託料の実績及び見込みに伴う除

雪委託料の増額補正をお願いするものでございます。

後段の目３道路新設改良費、橋梁修繕設計委託料３６０万円につきましては、

橋梁長寿命化事業の早期完了のため国の追加補正事業の採択をいただきましたの

で、設計委託料の増額補正をお願いするものでございます。

同じく橋梁修繕工事８４０万円につきましては、同じく国の追加補正事業の採

択をいただきましたので、工事の早期完了のため工事請負費の増額補正をお願い

するものでございます。

１９ページをお願いいたします。

中段の款８土木費、目３下水道費、下水道事業特別会計繰出金４００万８，０

００円の減額につきましては、下水道事業特別会計の歳入歳出総額の調整に伴う

繰出金の減額分を計上させていただきました。
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後段の款１０教育費、目１学校管理費、校舎大規模改造工事１，１０９万７，

０００円の減額につきましては、学校のエアコン設置のための調査設計業務結果

及び今後作成予定の施設大規模改修計画等に基づいて学校施設を計画的に改修し

たいので、工事監理委託料及び工事請負費の減額分を計上させていただきました。

２０ページをお願いいたします。

上段の目２教育振興費、学校文化事業補助金８万４，０００円につきましては、

第４７回福井県吹奏楽アンサンブルコンテスト、昨年の１２月２３日に開催され

ております。上志比中学校吹奏楽部が金賞４位に入賞し、北陸吹奏楽連盟主催の

北陸アンサンブルコンテスト及び中部日本吹奏楽連盟主催の管楽器個人・重奏コ

ンテストに福井県代表として出場することになりましたので、補助金の増額補正

をお願いするものでございます。

後段の目１保健体育総務費、スポーツ少年団全国大会等出場補助金４３万５，

０００円につきましては、平成２６年１月１８日、１９日に第４５回全国ミニバ

スケットボール大会福井県予選会が開催され、女子の部で御陵Ｖスパークが２年

連続優勝し、３月２８日から３０日に開催される全国大会に出場することから、

補助金の増額補正をお願いするものでございます。

次に、これの財源となります歳入の主なものにつきましてご説明をいたします。

戻りまして、１１ページをお願いいたします。

款１町税、目１個人所得割３，７００万円につきましては、退職手当及び申告

等に伴う過年度所得が増加いたしましたので、所得割の増額分を計上させていた

だきました。

中段の款９地方交付税、普通交付税２億５，０１６万１，０００円につきまし

ては、平成２５年度の普通交付税の算定により交付額が確定いたしましたので、

増額分を計上させていただきました。

後段の款１１分担金及び負担金、目２民生費負担金、広域入所負担金６１９万

円につきましては、町外からの園児受け入れに伴う負担金の増額分を計上させて

いただきました。

款１３国庫支出金、目２衛生費国庫負担金、未熟児養育医療事業負担金１００

万円の減額につきましては、当初見込みより申請件数が減少したため、国庫負担

金の減額分を計上させていただきました。

１２ページをお願いいたします。

款１３国庫支出金、目１総務費国庫補助金、地域の元気臨時交付金７７８万９，
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０００円につきましては、地域の元気臨時交付金の額が確定いたしましたので、

増額分を計上させていただきました。

次に、目４土木費国庫補助金、住宅・建築物安全ストック形成事業補助金３，

４９６万５，０００円につきましては、永平寺開発センターの耐震補強工事に伴

い耐震化の補助金が見込まれるため、国庫補助金の増額分を計上させていただき

ました。

中段の款１４県支出金、目１民生費県負担金、国民健康保険基盤安定制度負担

金９７万８，０００円につきましては、国民健康保険基盤安定負担金に係る保険

者支援分及び保険税軽減分が増額となったことから、県負担金の増額分を計上さ

せていただきました。

目２衛生費県負担金、未熟児養育医療事業負担金５０万円の減額につきまして

は、当初見込みより申請件数が減少したため、県負担金の減額分を計上させてい

ただきました。

下段の款１４県支出金、目２民生費県補助金、在宅介護ほっとひといき支援事

業補助金３７万円につきましては、当初見込みよりデイサービスセンターの利用

者が増加したため、県補助金の増額分を計上させていただきました。

母子家庭等医療費補助金６２万８，０００円及び父子家庭医療費補助金２２万

４，０００円につきましては、母子家庭及び父子家庭に係る医療費がそれぞれ増

加いたしましたので、増額分を計上させていただきました。

後段の目４農林水産業費県補助金、園芸産地総合支援事業補助金４６万円につ

きましては、大型パイプハウス３棟の県採択が確定いたしましたので、県補助金

を計上させていただきました。

同じく有害鳥獣駆除対策事業補助金８０万５，０００円につきましては、有害

鳥獣の捕獲数の増に伴う県補助金の増額分を計上させていただきました。

１３ページをお願いいたします。

上段の款１６寄附金、ふるさと納税１０９万２，０００円につきましては、２

３件のふるさと納税された寄附金を計上させていただきました。

次に、款１７繰入金、財政調整基金繰入金２億９，８００万円の減額につきま

しては、自主財源の確保及び次年度以降の基金運用の適正化を図るため、当初取

り崩す計画となっておりました基金につきまして全額戻し入れするため計上する

ものでございます。

中段の款１８繰越金、純繰越金８，００３万５，０００円につきましては、前
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年度からの純繰越金を計上させていただきました。

下段の款２０町債、臨時財政対策債６，９００万円の減額につきましては、臨

時財政対策債発行に係る算定により額が確定いたしましたので、減額分を計上さ

せていただきました。

次に、合併特例債３，３００万円の減額につきましては、永平寺開発センター

耐震補強工事に伴い、国庫補助金、住宅・建築物安全ストック形成事業補助金３，

４９６万５，０００円が見込まれることから、充当する合併特例債の借入額の減

額分を計上させていただきました。

以上、議案第１号、平成２５年度永平寺町一般会計補正予算（第６号）につい

ての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第２号、平成２５年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補

正予算について、提案理由のご説明を申し上げます。

議案書の２３ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の補正につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ７４０万６，０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１８億９，０３８万円にお願いするものでございます。

次に、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額につきましては、２４ページの第１表、歳入歳出予算補正

によるところでございます。

初めに、歳出の主なものにつきましてご説明をいたします。

２７ページをお願いいたします。

中段の款３後期高齢者支援金等負担金、後期高齢者支援金３９４万６，０００

円につきましては、後期高齢者支援金の額の確定に伴い増額補正をお願いするも

のでございます。

下段の款１０介護納付金負担金、介護納付金３１５万５，０００円につきまし

ては、介護納付金の額の確定に伴い増額補正をお願いするものでございます。

次に、これらの財源となります歳入の主なものにつきましてご説明をいたしま

す。

２６ページをお願いいたします。

上段の款３国庫支出金、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金３０万３，００

０円につきましては、７０歳以上の一般被保険者の制度改正に伴う被保険者証の

再交付等に要する経費の国庫補助金を計上させていただきました。
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中段の款９繰入金、目１一般会計繰入金、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分

でございますが、１２３万５，０００円につきましては、国民健康保険安定負担

金の額が確定をいたしましたので、一般会計からの繰入金の増額分を計上させて

いただきました。

後段の款１０繰越金、前年度繰越金５７８万８，０００円につきましては、後

期高齢者支援金、介護納付金等の額の確定に伴い、不足分を計上させていただき

ました。

以上、議案第２号、平成２５年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）についての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第３号、平成２５年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正

予算について、提案理由のご説明を申し上げます。

議案書の３０ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の補正につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ１，０７６万８，０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億９，８４７万円にお願いするものでございます。

次に、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額につきましては、３１ページの第１表、歳入歳出予算補正

によるところでございます。

初めに、歳出につきましてご説明をいたします。

３４ページをお願いいたします。

款２後期高齢者医療広域連合納付金負担金１，０７６万８，０００円につきま

しては、後期高齢者医療保険料収入の増額に伴う広域連合納付金の増額補正をお

願いするものでございます。

次に、これらの財源となります歳入の主なものにつきましてご説明をいたしま

す。

３３ページをお願いいたします。

款１後期高齢者医療保険料、現年度分特別徴収保険料５４９万７，０００円に

つきましては、被保険者の増加に伴う後期高齢者医療保険料収入の増額分を計上

させていただきました。

同じく現年度分普通徴収保険料４６３万円につきましては、被保険者の増加に

伴う後期高齢者医療保険料収入の増額分を計上させていただきました。

以上、議案第３号、平成２５年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算（第
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１号）についての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第４号、平成２５年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算

について、提案理由のご説明を申し上げます。

議案書の３７ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の補正につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ６７万１，０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ６億９，５３９万円にお願いするものでございます。

次に、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額につきましては、３８ページの第１表、歳入歳出予算補正

によるところでございます。

初めに、歳出の主なものにつきましてご説明をいたします。

４１ページをお願いいたします。

款１総務費、目１一般管理費、受益者負担金前納報奨金６６万９，０００円に

つきましては、受益者負担金前納報奨金の額が確定をいたしましたので増額補正

をお願いするものでございます。

次に、これらの財源となります歳入の主なものにつきましてご説明をいたしま

す。

４０ページをお願いいたします。

中段の款４繰入金、一般会計繰入金４００万８，０００円の減額につきまして

は、下水道事業特別会計歳入歳出総額の調整に伴い、一般会計繰入金の減額分を

計上させていただきました。

後段の款５繰越金、前年度繰越金４６７万７，０００円につきましては、前年

度からの繰越金を計上させていただきました。

以上、議案第４号、平成２５年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算に（第

２号）についての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第５号、平成２５年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補

正予算について、提案理由のご説明を申し上げます。

議案書の４４ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の補正につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ３３万２，０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億２，６５６万８，０００円にお願いするものでございま

す。
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次に、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額につきましては、４５ページの第１表、歳入歳出予算補正

によるところでございます。

初めに、歳出につきましてご説明をいたします。

４８ページをお願いいたします。

款１総務費、目１一般管理費、受益者分担金前納報奨金３万７，０００円につ

きましては、受益者分担金前納報奨金の額が確定をいたしましたので、報奨金の

増額補正をお願いするものでございます。

後段の消費税納入金２９万５，０００円につきましては、消費税納入金の額が

確定いたしましたので、納入金の増額補正をお願いするものでございます。

次に、これらの財源となります歳入につきましてご説明をいたします。

４７ページをお願いいたします。

款３繰入金、一般会計繰入金２６２万６，０００円の減額につきましては、農

業集落排水事業特別会計歳入歳出総額の調整に伴い、一般会計繰入金の減額分を

計上させていただきました。

後段の款４繰越金、前年度繰越金２９５万８，０００円につきましては、前年

度からの繰越金を計上させていただきました。

以上、議案第１号、平成２５年度永平寺町一般会計補正予算についてから議案

第５号、平成２５年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算についてまで

の提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくご審議いただき、ご決議いただきますようお願いいたします。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りいたします。

日程第３、議案第１号、平成２５年度永平寺町一般会計補正予算についてから

日程第７、議案第５号、平成２５年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予

算についてまでの５件を、会議規則第３９条第１項の規定により、予算決算常任

委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。
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よって、本件を予算決算常任委員会に付託することに決定いたしました。委員

会におかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を

議長に提出くださいますようお願いいたします。

ここで暫時休憩いたします。

１１時まで休憩をいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。

（午前１０時４９分 休憩）

──────────────

（午前１１時００分 再開）

○議長（伊藤博夫君） 休憩前に引き続き再開いたします。

河合町長。

○町長（河合永充君） 先ほどの提案理由の中で、選抜芸能祭、「１０月１５日」と

申し上げましたが、「１０月５日」です。訂正いたします。

○議長（伊藤博夫君） 何ページ？

○町長（河合永充君） 何ページって、まだ皆さんにお配りしてない。

○議長（伊藤博夫君） ああ。

○町長（河合永充君） 済みません。よろしくお願いします。

○議長（伊藤博夫君） どうも失礼しました。

～日程第 ８ 議案第 ６号 平成２６年度永平寺町一般会計予算について～

～日程第 ９ 議案第 ７号 平成２６年度永平寺町国民健康保険事業特別会計

予算について～

～日程第１０ 議案第 ８号 平成２６年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予

算について～

～日程第１１ 議案第 ９号 平成２６年度永平寺町介護保険特別会計予算につ

いて～

～日程第１２ 議案第１０号 平成２６年度永平寺町下水道事業特別会計予算に

ついて～

～日程第１３ 議案第１１号 平成２６年度永平寺町農業集落排水事業特別会計

予算について～

～日程第１４ 議案第１２号 平成２６年度永平寺町上水道事業会計予算につい

て～

○議長（伊藤博夫君） 次に、日程第８、議案第６号、平成２６年度永平寺町一般会

計予算についてから日程第１４、議案第１２号、平成２６年度永平寺町上水道事



－21－

業会計予算についてまでの７件を一括議題とします。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、日程第８、議案第６号、平成２６年度永平寺町一般会計予算について

から日程第１４、議案第１２号、平成２６年度永平寺町上水道事業会計予算につ

いてまでの７件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

企画財政課長。

○企画財政課長（小林良一君） ただいま上程をいただきました議案第６号、平成２

６年度永平寺町一般会計予算についてから議案第１２号、平成２６年度永平寺町

上水道事業会計予算についてまで一括して提案理由のご説明を申し上げます。

初めに、当初予算編成の基本方針でございますが、人件費や社会保障費などを

中心とした義務的経費や耐震、防災対策などの緊急性の高い継続事業を中心に骨

格予算に組み入れました予算編成といたしております。

なお、政策的な経費や新規事業など、骨格予算で計上されなかった経費につき

ましては補正にて対応することとしております。

それでは、議案第６号、平成２６年度永平寺町一般会計予算についてご説明を

いたします。

平成２６年度永平寺町一般会計予算書の１ページをお願いいたします。

歳入歳出予算につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ７８億４，７９０万円とお願いするもので、前年度と比較いたしま

して５億７，８００万円の減額、率にして６．９％の減でございます。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、２ページ

から６ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条、地方債につきましては、７ページの第２表、地方債によるところでご

ざいます。

第３条の一時借入金につきましては、借入額の最高額は５億円と定めておりま

す。

それでは、８ページ、９ページの歳入歳出予算事項別明細書につきましてご説

明をいたします。

初めに、８ページの歳入につきましてご説明をいたします。あわせて、１０ペ

ージから２６ページの歳入をご参照していただきたいと思います。
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款１町税１９億２，７５３万１，０００円につきましては、個人町民税及び法

人税、固定資産税、市町村たばこ税などで、前年度と比較いたしまして１，６３

０万１，０００円の減額、率にして０．８％の減でございます。要因といたしま

しては、個人町民税は、実績見込み及び扶養控除の改正により８億３，２８２万

円を見込み、前年度と比較いたしまして１３２万円の減額、率にして０．２％の

減でございます。法人税は、実績見込みにより６，６１６万１，０００円を見込

み、前年度と比較して２，３５０万円の減額、率にして２６．２％の減でござい

ます。そのほか、固定資産税につきましては８億７，３５０万円で、前年度と比

較して１，０１０万円の増額、市町村たばこ税につきましては１億１，１６０万

円で、前年度と比較いたしまして３６０万円の減額が主な要因でございます。

次に、款６地方消費税交付金２億８００万円につきましては、地方消費税交付

金で、前年度と比較いたしまして２，３００万円の増額、率にして１２．４％の

増でございます。要因といたしましては、消費税率引き上げに伴う交付金の増額

が主な要因でございます。

次に、款９地方交付税３６億６，０００万円につきましては、普通交付税及び

特別交付税で、前年度と比較いたしまして２，０００万円の増額、率にして０．

５％の増で、歳入総額の４６．６％を占めております。要因といたしまして、普

通交付税につきましては、国の地方財政対策に基づき前年度と同額の３２億円を

見込み、特別交付税につきましては、各証明書等のコンビニ交付システム構築が

特別交付税の対象となることから特別交付税の増額を見込んだことが主な要因で

ございます。

次に、款１３国庫支出金４億６，５４７万２，０００円につきましては、介護

給付費負担金、児童手当負担金などで、前年度と比較いたしまして７，９０４万

９，０００円の減額、率にして１４．５％の減でございます。要因といたしまし

て、道路整備事業費の減額及び永平寺口駅周辺等整備事業費の に伴う社

会資本整備総合交付金の減額が主な要因でございます。

次に、款１４県支出金４億８３万３，０００円につきましては、介護給付費負

担金、保険基盤安定制度負担金、児童手当県負担金などで、前年度と比較いたし

まして５，２９４万２，０００円の減額、率にして１１．７％の減でございます。

要因といたしましては、参議院議員通常選挙及び農山漁村活性化プロジェクト支

援事業の に伴う県支出金の減額などが主な要因でございます。

次に、款１７繰入金２，２４７万３，０００円につきましては、財政調整基金
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繰入金、まちづくり基金繰入金などで、前年度と比較いたしまして３億１，７１

１万３，０００円の減額、率にして９３．４％の減でございます。要因といたし

ましては、財源調整に伴う財政調整基金繰入金２億８，８００万円の減額が主な

要因でございます。

次に、款２０町債５億６，３００万円につきましては、臨時財政対策債、合併

特例債で、前年度と比較いたしまして１億５，６００万円の減額、率にして２１．

７％の減でございます。要因といたしましては、国の地方財政計画に伴う臨時財

政対策債の減額及び対象事業費の減に伴う合併特例債の減額が主な要因でござい

ます。

以上が歳入の主なものでございます。

続きまして、９ページの歳出につきましてご説明をいたします。

説明につきましては、各項目について、増減の主な要因及び新規事業及び拡充

事業などについてご説明をいたします。

款１議会費１億７８３万７，０００円につきましては、前年度と比較して９６

８万３，０００円の増額、率にして９．９％の増でございます。増額の要因とい

たしましては、人件費の増額が主な要因でございます。

次に、款２総務費１３億１，３２０万４，０００円につきましては、前年度と

比較いたしまして６，７３１万９，０００円の減額、率にして４．９％の減でご

ざいます。減額の要因といたしましては、人件費の減、永平寺口駅周辺整備事業

費の が主な要因でございます。

次に、主な事業でございますが、防災力の強化といたしまして、継続事業、本

庁舎耐震補強工事につきましては、災害活動の防災拠点に指定されている本庁舎

の耐震補強工事を行うことで防災に強いまちづくりを推進するもので、１億８，

０９２万円を計上しております。

同じく継続事業、防災行政無線整備工事につきましては、吉野地区１０カ所に

防災行政無線の再送信子局及び屋外拡声子局と戸別受信機５８台を整備するもの

で、４，０６９万３，０００円を計上いたしております。

次に、拡充事業といたしまして、防災行政無線屋外拡声子局スピーカー増設工

事につきましては、防災行政無線の難聴区域解消のため屋外拡声子局のスピーカ

ーの増設を行うもので、１６３万６，０００円を計上いたしております。

次に、定住促進といたしまして、継続事業、永平寺町若者定住促進支援事業補

助金につきましては、若者の住宅取得に必要な経費や子育てに係る経費の一部を
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助成し、永平寺町への定住人口の増加を推進するもので、４２９万円を計上いた

しております。

同じく継続事業、永平寺町ＰＲテレビＣＭ事業につきましては、県内の民間放

送２社において永平寺町のＰＲコマーシャルを放映することで、子育て支援、教

育、観光などの町の施策を町内外にアピールすることにより永平寺町のイメージ

アップと定住促進を推進するもので、４５４万８，０００円を計上いたしており

ます。

次に、健やかで住みやすさを実感できるまちづくり支援といたしまして、継続

事業、地域コミュニティバス運営委託につきましては、交通空白地帯の解消を主

な目的とし、公共施設、福祉施設、医療機関、商店街など及び小中学校の登下校

などに利用するため、コミュニティバスにより交通体系の整備と利用促進を図る

もので、４，２２４万１，０００円を計上いたしております。

次に、款３民生費２４億２，５５１万２，０００円につきましては、前年度と

比較いたしまして１９９万４，０００円の減額、率にして０．１％の減でござい

ます。減額の要因といたしましては、やすらぎの郷の施設維持管理費の減額、児

童手当支給扶助費の減額が主な要因でございます。

主な事業でございますが、子育て支援の充実といたしまして、新規事業でござ

いますが、子育て世帯臨時特例給付金事業につきましては、平成２５年度の国の

補正予算（第１号）に伴う政策で、４月からの消費税率の引き上げに伴い、子育

て世帯の経済的な影響を緩和させるため臨時的な給付金を支給するためのシステ

ム改修費等で３４２万７，０００円を計上いたしております。

同じく新規事業でございますが、育児短時間勤務応援事業につきましては、仕

事を持つ１、２歳児の保護者が勤務時間を短縮することで給料の減額分を保育料

の一部として助成を行うことで保護者の負担を軽減するもので、４７万３，００

０円を計上いたしております。

同じく拡充事業でございますが、預けて安心、子育て充実事業、放課後児童ク

ラブにつきましては、日中、保護者等の不在の小学１年生から４年生の児童に対

して、放課後に各児童クラブでお預かりすることにより子どもたちが安全にクラ

ブ活動ができるとともに、保護者が安心して児童を預けていただき、子どもの健

全育成を図るもので、１，７７４万７，０００円を計上いたしております。

次に、福祉の充実、高齢者対策として、新規事業でございますが、臨時福祉給

付金支給事業につきましては、平成２５年度の国の補正予算（第１号）に伴う政
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策で、４月からの消費税率の引き上げに伴い、低所得者に対する配慮のため臨時

福祉給付金を支給するためのシステム改修費等で、３２６万１，０００円を計上

いたしております。

同じく拡充事業、在宅介護ほっとひといき支援事業につきましては、在宅介護

をしている家庭の人にほっと一息していただくために、介護者の施設宿泊料の一

部を補助することにより在宅介護家庭の疲労及び精神的な負担の軽減を図るもの

で、１００万円を計上いたしております。

次に、款４衛生費４億８，２５４万４，０００円につきましては、前年度と比

較いたしまして３，８５９万３，０００円の減額、率にして７．４％の減でござ

います。減額の要因といたしましては、福井坂井地区広域圏の清掃、衛生負担金

の減額が主な要因でございます。

次に、款５労働費４，２１７万３，０００円につきましては、前年度と同額予

算でございます。

主な事業といたしましては、シルバー人材センターへの助成及び勤労者生活安

定融資資金などの貸し付けなどでございます。

次に、款６農林水産業費３億９，５４１万８，０００円につきましては、前年

度と比較いたしまして１億９６０万３，０００円の減額、率にして２１．７％の

減でございます。減額の要因といたしましては、農山漁村活性化対策整備事業の

減、土地改良事業、林道整備事業の減、水田活性化事業などの減が主な要因でご

ざいます。

主な事業でございますが、農林業の振興といたしまして、拡充事業でございま

すが、農地・水保全管理支払交付金につきましては、地域資源の基礎的保全活動

などの協働活動を支援する農地維持支払いと地域資源の質的向上を支援する資源

向上支払いにより、農業の多面的機能の維持、発揮のための地域活動や営農活動

に対して支援するもので、１，０５１万２，０００円を計上いたしております。

同じく継続事業、園芸産地総合支援事業につきましては、永平寺町の地域振興

作物の作付面積の拡大を図るため、高齢者でも容易に扱えるピクニックコーンの

移植機及び選別機とタマネギの収穫機の購入費に対して補助するもので、４５７

万円を計上いたしております。

次に、款７商工費１億６，０４３万９，０００円につきましては、前年度と比

較いたしまして３２０万４，０００円の増額、率にして２．０％の増でございま

す。増額の要因といたしましては、人事異動に伴う人件費の増額が主な要因でご
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ざいます。

主な事業でございますが、観光振興といたしまして、拡充事業でございますが、

越前加賀宗教文化街道推進協議会負担金につきましては、北陸新幹線金沢駅開業

を見据え、宗教文化、資源を共通のテーマとして広域連携を図り、地域資源の魅

力の向上と情報発信により首都圏からの交流人口の増加を図るもので、８０万円

を計上いたしております。

次に、款８土木費７億７，８１６万８，０００円につきましては、前年度と比

較して２億２，５０３万円の減額、率にして２２．４％の減でございます。減額

の要因といたしましては、道路整備事業費などの減額が主な要因でございます。

主な事業でございますが、継続事業、道の駅整備事業につきましては、地域の

特産や観光資源を活用し地域活性化と観光交流の拠点づくりを行うため道の駅の

地域振興施設を整備するもので、詳細設計委託料など８７６万６，０００円を計

上いたしております。

道路網の整備といたしまして、新規事業でございますが、領家歩道橋調査設計

委託料につきましては、平成地区と領家地区を結ぶ新領家橋は小中学校及び専門

学校の通学路で、交通量が多く歩行者が非常に危険なため歩道橋を新設するため

の調査設計委託料で、１，３００万円を計上いたしております。

次に、款９消防費３億２，１２７万９，０００円につきましては、前年度と比

較いたしまして７，３８３万３，０００円の減額、率にして１８．７％の減でご

ざいます。減額の要因といたしましては、消防救急デジタル無線及び指令センタ

ー整備設計委託料の 、新消防庁舎建設実施設計委託料の減、消防施設整

備工事及び消防車両購入費の減などが主な要因でございます。

次に、款１０教育費９億４，５８０万６，０００円につきましては、前年度と

比較いたしまして４，１８４万１，０００円の減額、率にして４．２％の減でご

ざいます。減額の要因といたしましては、松岡中学校第２体育館設計委託料の

、松岡小学校改修工事費の 、永平寺中学校改修工事費の減などが

主な要因でございます。

主な事業でございますが、教育力の向上施策といたしまして、拡充事業でござ

いますが、特別支援教育支援員の配置につきましては、小中学校の在籍するさま

ざまな障がいを持つ児童生徒に対する学校生活での介助や学習活動の支援を行う

もので、３，６８２万３，０００円を計上いたしております。

同じく拡充事業でございますが、楽しいおいしい給食事業につきましては、学
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校給食費無償化を行うことにより、少子化対策、定住促進につなげるとともに、

学校給食に係る賄い材料費を一般会計で経理を行うもので、１億４８４万６，０

００円を計上いたしております。なお、学校給食費無償化相当額となる給食材料

費などは８，７８０万９，０００円を計上いたしております。

新規事業でございますが、生涯学習の推進に伴う県民文化祭事業につきまして

は、ふくい県民文化祭の一環として、福井県文化協議会が１７市町を持ち回り順

に選抜芸能祭を開催するもので、２３５万円を計上いたしております。なお、平

成２６年度は、福井県文化協議会、永平寺町文化協会の主催により、１０月５日

に開催することとしております。

次に、款１１公債費８億７，２５２万円につきましては、前年度と比較いたし

まして３，２６７万４，０００円の減額、率にして３．６％の減でございます。

減額の要因といたしまして、地方債元金償還金及び地方債利子償還金の減額が主

な要因となっており、さらに財政の健全化に努めてまいりたいと考えております。

以上、議案第６号、平成２６年度永平寺町一般会計予算についての説明とさせ

ていただきます。

続きまして、特別会計に係る予算につきましてご説明をいたします。

平成２６年度永平寺町特別会計予算書及び永平寺町上水道事業会計予算書をご

参照いただきたいと思います。

特別会計５つの事業会計の予算総額は４７億９２９万４，０００円で、前年度

と比較して１億３，０７７万４，０００円の増額、率にして２．９％の増でござ

います。上水道事業会計につきましては、収益的支出と資本的支出の合計の予算

総額は６億５，５２４万６，０００円で、前年度と比較いたしまして１億１１４

万５，０００円の増額、率にして１８．３％の増でございます。

初めに、議案第７号、平成２６年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いいたします。

歳入歳出予算につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ１８億４，６７６万２，０００円とお願いするもので、前年度と比

較いたしまして６，４３０万８，０００円の増額、率にして３．６％の増でござ

います。

次に、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、２

ページから３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。
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第２条、一時借入金につきましては、借入額の最高額は１億円と定めておりま

す。

それでは、６ページ、７ページの歳入歳出予算事項別明細書につきましてご説

明をいたします。

初めに、６ページの歳入につきましてご説明をいたします。

款１国民健康保険税３億４，７３０万円につきましては、医療給付費分、後期

高齢者支援金分などで、前年度と比較いたしまして２８１万円の減額、率にして

０．８％の減でございます。減額の要因といたしましては、医療給付費の減額が

主な要因でございます。

次に、款３国庫支出金３億２，０６８万円につきましては、現年度分療養給付

費、後期高齢者支援金、普通財政調整交付金などで、前年度と比較いたしまして

６７９万１，０００円の増額、率にして２．２％の増でございます。増額の要因

といたしましては、現年度分療養給付費の増額が主な要因でございます。

次に、款４県支出金８，０６４万１，０００円につきましては、県財政調整交

付金などで、前年度と比較いたしまして２４３万円の増額、率にして３．１％の

増でございます。増額の要因といたしましては、県財政調整交付金の増額が主な

要因でございます。

次に、款５共同事業交付金２億３，９４３万６，０００円につきましては、保

険財政共同安定化事業交付金などで、前年度と比較いたしまして３，６９１万円

の増額、率にして１８．２％の増でございます。増額の要因といたしましては、

共同事業交付金の増額が主な要因でございます。

次に、款６療養給付費交付金２億７４万５，０００円につきましては、退職被

保険者等療養給付費交付金で、前年度と比較いたしまして９０万８，０００円の

増額、率にして０．５％の増でございます。

次に、款７前期高齢者交付金５億７，０６６万８，０００円につきましては、

前期高齢者交付金で、前年度と比較いたしまして４，３０５万円の増額、率にし

て８．２％の増でございます。増額の要因といたしましては、前期高齢者交付金

の増額でございます。

次に、款９繰入金８，４１４万９，０００円につきましては、保険基盤安定繰

入金及び国民健康保険基金繰入金などで、前年度と比較いたしまして２，２９３

万８，０００円の減額、率にして２１．４％の減でございます。減額の要因とい

たしましては、国民健康保険基金繰入金の減額が主な要因でございます。
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続きまして、７ページの歳出につきましてご説明をいたします。

款２保険給付費１３億８６４万８，０００円につきましては、一般被保険者療

養給付費、退職被保険者等療養給付費、一般被保険者高額療養費などで、前年度

と比較いたしまして３，６６７万６，０００円の増額、率にして２．９％の増で

ございます。増額の要因といたしましては、一般被保険者療養給付費及び高額療

養費などの増額が主な要因でございます。

次に、款３後期高齢者支援金等２億１，５４０万９，０００円につきましては、

後期高齢者支援金などで、前年度と比較いたしまして１，２７１万８，０００円

の増額、率にして６．３％の増でございます。増額の要因といたしましては、後

期高齢者支援金の増額が主な要因でございます。

次に、款６共同事業拠出金１億８，９６５万５，０００円につきましては、高

額医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金などで、前年度と比較いたし

まして１，１７９万９，０００円の増額、率にして６．６％の増でございます。

増額の要因といたしまして、高額医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出

金の増額が主な要因でございます。

次に、款７保健事業２，５３３万５，０００円につきましては、特定健診委託

料及び人間ドック委託料で、前年度と比較して３万９，０００円の増額でござい

ます。

次に、款１０介護納付金９，００６万９，０００円につきましては、介護納付

金で、前年度と比較して２２９万４，０００円、率にして２．６％の増でござい

ます。

以上、議案第７号、平成２６年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算につ

いての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第８号、平成２６年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予算

について、提案理由のご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いいたします。

歳入歳出予算につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ１億９，８９１万４，０００円とお願いするもので、前年度と比較

いたしまして１，１２１万２，０００円の増額、率にして６．０％の増でござい

ます。

次に、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、２

ページから３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。
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第２条、一時借入金につきましては、借入額の最高額は３，０００万円と定め

ております。

それでは、４ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明をいたします。

初めに、歳入についてご説明をいたします。

款１後期高齢者医療保険料１億４，４８３万１，０００円につきましては、現

年度分特別徴収保険料、普通徴収保険料などで、前年度と比較いたしまして５８

９万１，０００円の増額、率にして４．２％の増でございます。増額の要因とい

たしましては、特別徴収保険料及び普通徴収保険料の増額が主な要因でございま

す。

次に、款３繰入金５，２０４万７，０００円につきましては、保険基盤安定繰

入金などで、前年度と比較いたしまして５３２万１，０００円の増額、率にして

１１．４％の増でございます。増額の要因といたしましては、事務費繰入金、保

険基盤安定繰入金の増額が主な要因でございます。

続きまして、歳出につきましてご説明をいたします。

款１総務費５９６万円につきましては、福井坂井地区広域圏電算共同利用負担

金などで、前年度と比較いたしまして２８９万５，０００円の増額、率にして９

４．５％の増でございます。増額の要因といたしましては、広域圏電算共同利用

負担金の増額が主な要因でございます。

次に、款２後期高齢者医療広域連合納付金１億９，２４５万２，０００円につ

きましては、後期高齢者医療広域連合納付金で、前年度と比較いたしまして８３

１万７，０００円の増額、率にして４．５％の増でございます。

以上、議案第８号、平成２６年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予算につい

ての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第９号、平成２６年度永平寺町介護保険特別会計予算につき

まして、提案理由のご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いいたします。

歳入歳出予算につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ、介護保険事業１７億４，９７８万９，０００円とお願いするもの

で、前年度と比較いたしまして５，３０４万３，０００円の増額、率にして３．

１％の増でございます。

次に、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、２

ページから３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。
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第２条、一時借入金につきましては、借入額の最高額は１億円と定めておりま

す。

それでは、４ページの歳入歳出予算事項別明細書につきましてご説明をいたし

ます。

初めに、歳入につきましてご説明をいたします。

款１保険料３億５，９００万４，０００円につきましては、特別徴収保険料、

普通徴収保険料で、前年度と比較いたしまして１，１８２万７，０００円の増額、

率にして３．４％の増でございます。増額の要因といたしましては、現年度分特

別徴収保険料の増額が主な要因でございます。

次に、款３国庫支出金３億９，７１４万円につきましては、現年度分国庫負担

金及び現年度分調整交付金で、前年度と比較いたしまして１，６７３万２，００

０円の増額、率にして４．４％の増でございます。増額の要因といたしましては、

現年度分国庫負担金及び調整交付金の増額が主な要因でございます。

次に、款４支払基金交付金４億８，５０２万８，０００円につきましては、現

年度分介護給付費交付金で、前年度と比較いたしまして１，１０７万２，０００

円の増額、率にして２．３％の増でございます。増額の要因といたしましては、

現年度分交付金の増額が主な要因でございます。

次に、款５県支出金２億５，６９１万円につきましては、現年度分介護給付費

負担金などで、前年度と比較いたしまして５６６万１，０００円の増額、率にし

て２．３％の増でございます。増額の要因といたしましては、現年度分負担金の

増額が主な要因でございます。

次に、款７繰入金２億５，１７０万円につきましては、現年度分介護給付費繰

入金などで、前年度と比較いたしまして７７５万１，０００円の増額、率にして

３．２％の増でございます。増額の要因といたしましては、現年度分繰入金の増

額が主な要因でございます。

続きまして、歳出につきましてご説明をいたします。

款２保険給付費１６億５，３３９万円につきましては、居宅介護サービス給付

費、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費などで、前年度と

比較いたしまして３，８９３万１，０００円の増額、率にして２．４％の増でご

ざいます。増額の要因といたしましては、居宅介護サービス給付費の増額が主な

要因でございます。

次に、款６地域支援事業費４，４９２万４，０００円につきましては、介護予



－32－

防事業委託料、包括的支援事業委託料などで、前年度と比較いたしまして６９６

万５，０００円の増額、率にして１８．３％の増でございます。増額の要因とい

たしましては、地域包括支援センターへの委託料の増額が主な要因でございます。

以上、議案第９号、平成２６年度永平寺町介護保険特別会計予算についての説

明とさせていただきます。

続きまして、議案第１０号、平成２６年度永平寺町下水道事業特別会計予算に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いいたします。

歳入歳出予算につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ６億９，５４６万８，０００円とお願いするもので、前年度と比較

いたしまして５５万１，０００円の増額、率にして０．１％の増でございます。

次に、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、２

ページから３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条、一時借入金につきましては、借入額の最高額は５，０００万円と定め

ております。

それでは、４ページの歳入歳出予算事項別明細書につきましてご説明をいたし

ます。

初めに、歳入につきましてご説明をいたします。

款２使用料及び手数料１億９，５５９万８，０００円につきましては、下水道

使用料などで、前年度と比較いたしまして５万８，０００円の増額でございます。

次に、款４繰入金４億９，６８８万４，０００円につきましては、一般会計繰

入金で、前年度と比較いたしまして７万４，０００円の減額でございます。

続きまして、歳出につきましてご説明をいたします。

款２下水道事業費２億２，１８９万１，０００円につきましては、下水道処理

委託料、下水道運転管理業務委託料、公共ます設置工事費などで、前年度と比較

いたしまして１，０３６万７，０００円の増額、率にして４．９％の増でござい

ます。増額の要因といたしましては、下水道運転管理業務委託料の増額が主な要

因でございます。

次に、款３公債費４億５，２２１万１，０００円につきましては、公共下水道

事業債、特定環境保全下水道事業債の元金及び利子の償還金で、前年度と比較い

たしまして１，１０３万５，０００円の減額、率にして２．４％の減でございま

す。減額の要因といたしましては、公共下水道事業債、特定環境保全下水道事業
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債の利子の減額が主な要因でございます。

以上、議案第１０号、平成２６年度永平寺町下水道事業特別会計予算について

の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１１号、平成２６年度永平寺町農業集落排水事業特別会計

予算についての提案理由のご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いいたします。

歳入歳出予算につきましては、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ２億１，８３６万１，０００円とお願いするもので、前年度と比較

いたしまして１６６万円の増額、率にして０．８％の増でございます。

次に、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、２

ページから３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条、一時借入金につきましては、借入額の最高額は３，０００万円と定め

ております。

それでは、４ページの歳入歳出予算事項別明細書につきましてご説明をいたし

ます。

初めに、歳入につきましてご説明をいたします。

款３使用料及び手数料５，３６９万５，０００円につきましては、農業集落排

水使用料で、前年度と比較いたしまして５万３，０００円の増額でございます。

次に、款３繰入金１億６，３６９万４，０００円につきましては、一般会計繰

入金で、前年度と比較いたしまして１，１０４万７，０００円の増額、率にして

７．２％の増でございます。増額の要因といたしましては、維持管理費などの増

額により一般会計からの繰入金が増額となっております。

続きまして、歳出につきましてご説明をいたします。

款２農業集落排水事業費６，３３６万２，０００円につきましては、松岡地区

及び上志比地区の農業集落排水維持管理費で、前年度と比較いたしまして１，１

６０万４，０００円の減額、率にして１５．５％の減でございます。減額の要因

といたしましては、公共ます設置工事費の減額が主な要因でございます。

次に、款３公債費１億２，８０６万４，０００円につきましては、松岡地区及

び上志比地区農業集落排水事業債の元金及び利子の償還金で、前年度と同額予算

でございます。

以上、議案第１１号、平成２６年度永平寺町農業集落排水事業特別会計予算に

ついての説明とさせていただきます。



－34－

続きまして、議案第１２号、平成２６年度永平寺町上水道事業会計予算につき

まして、提案理由のご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いいたします。

第３条、収益的収入及び支出につきましては、収益的収入は３億８，１９７万

９，０００円、収益的支出は３億６，４１７万３，０００円にそれぞれお願いす

るものでございます。

２ページをお願いいたします。

第４条、資本的収入及び支出につきましては、資本的収入は１億１，０７０万

円、資本的支出は２億９，１０７万３，０００円にそれぞれお願いするものでご

ざいます。

収益的支出と資本的支出を合わせました予算総額は６億５，５２４万６，００

０円となり、前年度と比較いたしまして１億１１４万５，０００円の増額、率に

して１８．３％の増でございます。

第５条、企業債につきましては限度額５，７００万円で、２ページをご参照い

ただきたいと思います。

第６条、一時借入金につきましては、借入額の限度額は５，０００万円と定め

ております。

５ページをお願いいたします。

収益的収入の主なものにつきましてご説明をいたします。

款１水道事業収益、項１営業収益、目１給水収益２億９，２０３万２，０００

円につきましては、給水戸数７，１８７戸分の水道使用料で、前年度と比較いた

しまして１，１２３万２，０００円の収入の増額でございます。

次に、収益的支出の主なものにつきましてご説明をいたします。

款１水道事業費用、項１営業費用については、主なものとして、原水及び浄水

費に４，８７２万１，０００円、配水及び給水費に２，０３１万５，０００円、

減価償却費に１億８，２２０万４，０００円をそれぞれ計上いたしております。

次に、同じく項２営業外収益、目１支払利息４，２４５万５，０００円につき

ましては、企業債利子の償還金を計上いたしております。

６ページをお願いいたします。

資本的収入の主なものにつきましてご説明をいたします。

款１資本的収入、項１他会計負担金４，４２４万円につきましては、旧簡易水

道事業債、元金償還分負担金の永平寺地区、上志比地区分を計上いたしておりま
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す。

次に、項３企業債５，７００万円につきましては、松岡上吉野地区配水池建設

工事に伴う水道事業債を計上いたしております。

次に、資本的支出の主なものにつきましてご説明をいたします。

款１資本的支出、項１建設改良費、目２配水設備改良費８，０５１万１，００

０円につきましては、松岡上吉野地区の配水池建設工事費などでございます。

同じく目３取水設備改良費２，８５７万６，０００円につきましては、左岸１

号取水の削井工事費を計上いたしております。

次に、項２企業債償還金１億４，８２５万６，０００円につきましては、企業

債元金償還金を計上させていただきました。

以上、議案第６号、平成２６年度永平寺町一般会計予算についてから議案第１

２号、平成２６年度永平寺町上水道事業会計予算についてまでの提案理由の説明

とさせていただきます。

よろしくご審議いただき、ご決議いただきますようお願いいたします。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りいたします。

日程第８、議案第６号、平成２６年度永平寺町一般会計予算についてから日程

第１４、議案第１２号、平成２６年度永平寺町上水道事業会計予算についてまで

の７件を、会議規則第３９条第１項の規定により、予算決算常任委員会に付託し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、本件を予算決算常任委員会に付託することに決定いたしました。委員

会におかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を

議長に提出くださいますようお願い申し上げます。

～日程第１５ 議案第１３号 永平寺町社会教育委員条例の一部を改正する条例

の制定について～

○議長（伊藤博夫君） 次に、日程第１５、議案第１３号、永平寺町社会教育委員条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。

生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷川伸君） 日程第１５、議案第１３号の説明をさせていただき

ます。

永平寺町社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定についてでございます

が、社会教育法（平成２４年法律第２０７号）によりまして、第１５条第２項「社

会教育委員の構成」におきまして「社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関

係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、

教育委員会が委嘱する。」とありましたのが、改正により第１５条第２項が「社

会教育委員の設置」になり「社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。」となり、

文部科学省令第４２号により、第１条に社会教育委員の委嘱の基準を条例で定め

に当たって参酌すべき基準が新設されたもので、今回、町条例の一部を改正する

ものであります。

以上であります。

○議長（伊藤博夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りいたします。

日程第１５、議案第１３号、永平寺町社会教育委員条例の一部を改正する条例

の制定についての件を、会議規則第３９条第１項により、教育民生常任委員会に

付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、本件を教育民生常任委員会に付託することに決定いたしました。委員

会におかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を

議長に提出くださいますようお願い申し上げます。

～日程第１６ 議案第１４号 永平寺町上志比文化会館条例の一部を改正する条

例の制定について～

○議長（伊藤博夫君） 次に、日程第１６、議案第１４号、永平寺町上志比文化会館

条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

生涯学習課長。
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○生涯学習課長（長谷川伸君） 日程第１６、議案第１４号、永平寺町上志比文化会

館条例の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。

改正理由でございますが、使用料は、他の町内施設におきましては総額表示方

式になっております。ただし、上志比文化会館使用料につきましては外税となっ

ておりましたので、他の施設同様、総額表示方式に条例を改正するものでありま

す。

以上であります。

○議長（伊藤博夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りいたします。

日程第１６、議案第１４号、永平寺町上志比文化会館条例の一部を改正する条

例の制定についての件を、会議規則第３９条第１項により、教育民生常任委員会

に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、本件を教育民生常任委員会に付託することに決定いたしました。委員

会におかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を

議長に提出くださいますようお願い申し上げます。

～日程第１７ 議案第１５号 永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築

物の制限に関する条例の制定について～

○議長（伊藤博夫君） 次に、日程第１７、議案第１５号、永平寺町特定用途制限地

域の区域内における建築物の制限に関する条例の制定についての件を議題といた

します。

提案理由の説明を求めます。

建設課長。

○建設課長（山下 誠君） ただいま上程いただきました議案第１５号、永平寺町特

定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について、提

案理由のご説明を申し上げます。

議案書の５８ページから６０ページでございます。

今回の条例の制定する目的でございますが、永平寺町では、すぐれた自然環境

の維持、保全を基調としつつ快適で質の高い生活空間を創出するために、特定用
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途制限地域を利用して適正な規制、誘導を行うことを永平寺町都市計画マスター

プランに掲げ、平成２３年度より法定手続を進めてまいりました。昨年１２月１

９日に永平寺町都市計画審議会の議を経て、ことし１月１７日には都市計画決定

について知事のご同意を受けております。

都市計画と条例の関係につきましては、都市計画では、都市計画の名称、位置、

区域、面積、制限する建築物の概要を示すこととなっており、制限内容の詳細を

建築条例で定めることとなっております。

それでは、議案を条文ごとにご説明させていただきます。

まず第１条は条例制定の趣旨説明となっております。都市計画法の規定によっ

て指定した特定用途制限地域における建築物の制限を建築基準法の規定によって

条例で定めることとなります。

第２条は用語の定義となっております。

第３条は制限が適用される区域を６０ページの別表で示すもので、御陵地区、

九頭竜川沿岸地区、大本山永平寺参道地区の３地区に区分をしております。

第４条第１項の前半部分は、３地区において制限される用途を別表で示してお

ります。第１項の後半及び第２項、第３項は、制限されている建築物についても

町都市計画審議会の意見を聴取した上で、町長が環境を害するおそれがないと認

めた場合に限り建築可能とする特例許可の規定となっております。

第５条第１項は条例により規制を受ける用途の建築物で、既に建築されている

既存不適格建築物の増改築で許容される範囲を定めております。

第６条、第７条は建築や用途変更の規定に違反した場合の罰則規定で、建築主

のみでなく、管理者や違反行為者も罰則の５０万以下の罰金となる規定となって

おります。なお、この規定につきましては、効力を確認するため福井地方検察庁

と協議を行い、意見なしとの回答をいただいております。

また、条例案全体につきましても、昨年１０月１５日から２９日、パブリック

コメント手続を行った結果、ご意見等はございませんでした。

施行日につきましては、都市計画決定の告示日と条例の施行日を本年４月１日

とする予定でございます。

以上をもちまして、議案第１５号、永平寺町特定用途制限地域の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例の制定についてのご説明とさせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（伊藤博夫君） これより質疑に入ります。
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質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りいたします。

日程第１７、議案第１５号、永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築

物の制限に関する条例の制定についての件を、会議規則第３９条第１項により、

産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、本件を産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。委員

会におかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を

議長に提出くださいますようお願いいたします。

～日程第１８ 議案第１６号 永平寺町消防長及び消防署長の資格を定める条例

の制定について～

○議長（伊藤博夫君） 次に、日程第１８、議案第１６号、永平寺町消防長及び消防

署長の資格を定める条例の制定についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

消防長。

○消防長（竹内貞美君） ただいま上程いただきました議案第１６号、永平寺町消防

長及び消防署長の資格を定める条例の制定について、提案理由をご説明いたしま

す。

議案書の６１ページでございます。

消防長及び消防署長については、これらの職責の重要性に鑑み、消防組織法に

より政令で定められておりましたが、昨年、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、平成２６

年４月１日付で消防組織法が改正されることにより、これまでの政令で定められ

ておりました任命資格を新たに条例で定める必要となったため、制定するもので

ございます。

なお、施行日につきましては平成２６年４月１日となっております。

以上、よろしくご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。
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ないようですから、質疑を終わります。

お諮りいたします。

日程第１８、議案第１６号、永平寺町消防長及び消防署長の資格を定める条例

の制定についての件を、会議規則第３９条第１項により、総務常任委員会に付託

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定いたしました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いいたします。

～日程第１９ 議案第１７号 永平寺町消防本部手数料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について～

○議長（伊藤博夫君） 次に、日程第１９、議案第１７号、永平寺町消防本部手数料

徴収条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

消防長。

○消防長（竹内貞美君） ただいま上程いただきました議案第１７号、永平寺町消防

本部手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明い

たします。

議案書の６３ページでございます。

消費税の税率の引き上げに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に

規定する手数料の額の表示について見直しを行い、地方公共団体の手数料の標準

に関する政令の一部が改正されたことにより、永平寺町消防本部手数料徴収条例

の一部を改正するものでございます。

なお、施行日につきましては平成２６年４月１日となっております。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りいたします。

日程第１９、議案第１７号、永平寺町消防本部手数料徴収条例の一部を改正す
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る条例の制定についての件を、会議規則第３９条第１項により、総務常任委員会

に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定いたしました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いいたします。

～日程第２０ 陳情第１号 ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する要請につ

いて～

○議長（伊藤博夫君） 次に、日程第２０、陳情第１号、ＴＰＰ（環太平洋連携協定）

交渉に関する要請についての件を議題とします。

この陳情は、お手元に配付しました陳情文書表のとおり、会議規則第３９条第

１項の規定により、産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、本件を陳情文書表のとおり、産業建設常任委員会に付託することに決

定いたしました。委員会におかれましては、休会中に審査をしていただき、今定

例会中に審査の結果を議長に提出くださいますようお願いいたします。

～日程第２１ 陳情第２号 新たな米政策に関する要請について～

○議長（伊藤博夫君） 次に、日程第２１、陳情第２号、新たな米政策に関する要請

についての件を議題とします。

この陳情は、お手元に配付しました陳情文書表のとおり、会議規則第３９条第

１項の規定により、産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、本件を陳情文書表のとおり、産業建設常任委員会に付託することに決

定いたしました。委員会におかれましては、休会中に審査をしていただき、今定

例会中に審査の結果を議長に提出くださいますようお願いいたします。

暫時休憩いたします。

（午後 ０時 分 休憩）
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──────────────

（午後 ０時 分 再開）

○議長（伊藤博夫君） 休憩前に引き続き再開いたします。

お諮りいたします。

これをもちまして本日の日程は議了しました。

本日はこれをもちまして散会したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。

なお、明日１８日は定刻より本会議を開きますので、ご参集のほどよろしくお

願いしたいと思います。

本日はどうもご苦労さまでございました。

（午後 ０時０３分 散会）


